
1 / 6 

講義科目 中大基礎講座 民法（総則・物権）   講義回数 8   

作成責任者：吉田 靖範  

※この資料の著作権は、資格の大原公務員講座に帰属します。許可なく転載・複製することを禁じます。 

 

 

 

 

 

《物権変動と登記の要否》 Ｐ144～ 

 不動産の物権変動があったとき、当事者以外の第三者に権利を主張するには対抗要件（登記）が必要

である。典型的な不動産の物権変動は売買であるが、相続や時効取得、契約が解除、取り消されたと

きにも物権変動が生じる。このような場合にも権利取得者は対抗要件がなければ権利を主張すること

ができないかが問題となる。それぞれ、ケースごとに分けて検討する。 

 

１．「取消し」と登記 

 たとえば、Ａは自己の土地をＢに売ったが錯誤、詐欺・強迫・制限行為能力等を理由に取り消した。

しかし、ＢはＣに売ってしまった（売っていた）場合に、ＡはＣに取消しによる権利回復を主張でき

るか？ 

 

※考え方   第三者であるＣが、Ａの取消前に登場したか、取消後に登場したかに分けて考える 

 

（１）取消前の第三者 

        

 ①売却                 （原則） 

 Ａ                Ｂ登記     Ａは登記なしでＣに権利主張可 

                          

③取消                       （例外）…95条4項、96条3項の場合 

                 ②売却    錯誤や詐欺による取消で、第三者Ｃが善意無 

                         過失のときは、Ａは権利主張不可 

（第三者Ｃは登記なしで権利主張可） 

                  Ｃ 

（取消前の第三者） 

 

不動産物権変動Ⅱ （物権変動と登記の要否） P144～P152 

民法（総・物） 第8回  P144～P152  



2 / 6 

講義科目 中大基礎講座 民法（総則・物権）   講義回数 8   

作成責任者：吉田 靖範  

※この資料の著作権は、資格の大原公務員講座に帰属します。許可なく転載・複製することを禁じます。 

 

 

（２）取消後の第三者 

 

①売却                 Ａの取消しによりＢ→Ａへの物権変動があっ 

 Ａ                Ｂ登記    たと考える。 

                        これはＢを基点としＢ→Ａ、Ｂ→Ｃへの二重譲 

②取消                       渡と同様に考える 

                 ③売却 

                        →ＡＣ間では互いに対抗関係 

                         （先に登記をした者が権利主張可） 

                  Ｃ 

（取消後の第三者） 

 

 

 

２．「解除」と登記 

たとえば、Ａは自己の土地をＢに売ったがＢが代金を払ってくれないため売買契約を解除した。しか

しＢはＣに当該土地を売ってしまった（売っていた）場合、ＡはＣに解除による権利回復を主張でき

るか？ 

 

※考え方   第三者であるＣが、Ａの解除前に登場したか、解除後に登場したかに分けて考える 

 

（１）解除前の第三者 

 

①売却                         

    Ａ                Ｂ   

                      ②売却 

     ③契約解除            

                       登記 

                     Ｃ（解除前の第三者） 

 

  →545条１項但書には、解除する場合、第三者の権利を害してはならない旨、規定している 

  →ここでいう第三者とは、判例では「解除前の第三者」を指すとしている 

  →よって、解除前の第三者Ｃは、545条１項但書により保護される（ＡはＣに対抗できない） 

  ※ただし、Ｃが保護されるためには、権利保護要件としての登記が必要となる 
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（２）解除後の第三者 

 

①売却                         

    Ａ                Ｂ登記 

                       

     ②契約解除           ③売却 

                        

                     Ｃ（解除後の第三者） 

  

  →取消後の第三者のケースと同様に考える 

  →Ｂを基点として、ＢからＡ、ＢからＣへの二重譲渡と考える 

  →ＡとＣは互いに対抗関係である 

  →先に登記をした方が権利を主張できる 

  →したがって、解除後の第三者には登記がなければ対抗できない 

 

 

３．「時効取得」と登記 

 たとえば、ＡはＢ所有の土地を占有し続け、時効取得した。しかし、当該土地はＢからＣに売却さ

れた（されていた）場合、ＡはＣに時効による権利取得を主張できるか？ 

 

※考え方   第三者であるＣが、Ａの時効完成前に登場したか、完成後に登場したかに分けて考える 

 

（１）時効完成前の第三者 

 

①占有                         

 登記  Ｂ   土地            Ａ    ＡはＣの土地を時効取得したと考える 

                           →ＡとＣは当事者関係 

②売却           ③時効完成          →Ａは登記なしでＣに所有権主張可 

                        

                      

    Ｃ 

  （時効完成前の第三者） 

 



4 / 6 

講義科目 中大基礎講座 民法（総則・物権）   講義回数 8   

作成責任者：吉田 靖範  

※この資料の著作権は、資格の大原公務員講座に帰属します。許可なく転載・複製することを禁じます。 

 

 

（２）時効完成後の第三者 

 

①占有                         

 登記  Ｂ   土地            Ａ  

                       

③売却           ②時効完成 

                        

                      

    Ｃ 

（時効完成後の第三者） 

 

→取消後の第三者、解除後の第三者のケースと同様に考える 

  →Ｂを基点として、ＢからＡ、ＢからＣへの二重譲渡と考える 

  →ＡとＣは互いに対抗関係である 

  →先に登記をした方が権利を主張できる 

  →したがって、時効完成後の第三者には登記がなければ対抗できない 

 

 

４．相続と登記 

 被相続人が死亡すれば被相続人の所有していた不動産は相続によって相続人に移転することになる。

このように相続により物権変動が生じた場合にも、第三者に権利を主張するためには登記が必要とな

るのであろうか。具体的に下記の３つのケースで問題となる。 

 

（１）共同相続における登記の冒用 

 Ａが死亡し、Ａ所有の甲不動産につきＡの法定相続人ＸとＹが共同相続をした（Ⅹはα分、Ｙはβ

分を相続）が、Ｙは甲不動産につき勝手に自己が単独相続した旨の登記を行い、甲不動産の全部につ

いて第三者Ｚに売却した。この場合、ⅩはＺに自己の相続分につき登記なしで対抗できるか。 

 

          Ａ ①死亡 

      ②共同相続 

                ④甲不動産を全部売却 

    Ⅹ     Ｙ                  Ｚ 

        ③Ｙは全部単独相続したとして勝手に自己名義登記 

     α   β   甲不動産 

     

 

     Ⅹは自己の相続分α分については、Ｚに登記なしで権利を主張できる 

     

   

 

α分は俺の物だ 
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 考え方 → ＹはⅩの相続分αについては全くの無権利者である 

     → とすると、Ｚは無権利者からの譲受人になる 

     → 無権利者からの譲受人は、177条の第三者ではない 

 

 

（２）遺産分割と登記 

Ａが死亡し、Ａ所有の甲不動産をＸとＹが共同相続をした（Ⅹはα分、Ｙはβ分）。その後、遺産分

割協議によりⅩが単独相続することになったが未登記であった。Ｙはβ分の登記名義が自己名義にな

っていることをいいことにβ分をＺに売却した。この場合、ⅩはＺにβ分を登記なしで対抗できるか。 

 

          Ａ ①死亡 

      ②共同相続 

            ④もともとのＹの相続分（β分）売却 

    Ⅹ     Ｙ                  Ｚ 

  ③遺産分割協議により 

   Ⅹの単独所有    α   β  甲不動産 

   （β分未登記） 

 

     Ⅹは自己の相続分を超えるβ分については、Ⅹに登記がなければ権利を主張できない 

 

 考え方 → Ⅹが遺産分割協議で取得したβ分は物権変動により取得したと考える 

     → β分を登記する前にＹからＺに売却された場合、Ｙを基点としてＹからⅩ、ＹからＺ

への二重譲渡類似と考える 

     → 二重譲渡の譲受人相互間は177条の第三者である 

     

   

 

β分は俺の物だ 
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（３）相続放棄と登記 

Ａが死亡し、Ａ所有の不動産をＸとＹが共同相続をした（Ⅹはα分、Ｙはβ分）。その後、Ｙが相続

放棄したが、β分の登記名義はＹのままであった。このβ分に対しＹの債権者Ｚが差し押さえた場合、

ⅩはＺにβ分を登記なしで対抗できるか。 

 

          Ａ ①死亡 

     ②共同相続 

                           （Ｙの債権者） 

    Ⅹ      Ｙ      ④Ｚはβ分を差押え    Ｚ 

        ③Ｙは相続放棄 

     α   β    

 

 

     Ⅹはβ分について、登記なしでＺに権利を主張できる 

 

考え方 → Ｙが相続放棄をするとＹははじめから相続人でなかったこととなる 

→ Ｚは無権利者の物を差押えたことになる（無権利者からの譲受人と同様に考える） 


